
生駒市教育委員会規則第１号 

 生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則を廃止する規則をこ

こに公布する。 

  令和８年１月２７日 

              生駒市教育委員会教育長 原 井 葉 子 

 

   生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則を廃止する規則 

 生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則（昭和５５年６月生

駒市教育委員会規則第７号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

２ 生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３１年４月生駒市

教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２６条第１項中「生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規

則（昭和５５年６月生駒市教育委員会規則第７号）第５条及び第６条に定める

日時又は場所」を「生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例

（令和７年１２月生駒市条例第３７号）の規定により開放する学校体育施設」

に改める。 


